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議案第　　号

　　　平成２８年度恵庭市産業廃棄物処理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ　４２７，８１０　千円と定める。

　２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表歳入歳出予算」による。

　（債務負担行為）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は「第二表債務負担行為」による。

　（地方債）

第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第三
　表地方債」による。

　　平成２８年２月２９日　提　出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　恵庭市長　　原　田　　　裕

平成２８年度 恵庭市産業廃棄物処理事業特別会計予算

－　309　－







（単位　千円）

事                          項 期                 間 限    度    額

　 平成２８年度焼却施設整備事業 平成２９年度～３１年度 1,432,043

第二表　債 務 負 担 行 為
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　　　　　　　　　　 （単位　千円）

起   債   の   目   的 限   度   額 起債の方法 利　率 償　　還　　の　　方　　法

 　　　以内

産 業 廃 棄 物 処 理 事 業 債 344,900 普 通 貸 借 ５．０％  １．償還年限は、据置期間を含め30

又      は  　年以内とし、償還は毎年度２期元

証 券 発 行 (ただし、利率  　利均等償還とする。

見直し方式で  　　ただし、特別の融資条件の定め

借り入れる資  　があるときはその条件による。

金について、

利率の見直し  ２．市財政の都合によって償還期限

を行った後に  　を短縮し、若しくは繰上げ償還を

おいては、当  　し又は低利債に借換することがで

該見直し後の  　きる。

利率）　　　

第三表　地　方　債
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産業廃棄物処理事業特別会計説明書
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（千円・年度）

左の財源内訳
特定財源 一 般 財 源

期 間 金 額 期 間 金 額 国(道)支出金 地 方 債 そ の 他

平成２７年度ごみ処理施設管理委託事業 149,552 28～32 149,552 149,552

平成２７年度第６期最終処分場整備事業 310,643 28 246,435 246,400 35

債務負担行為の支出額等に関する調書

事　　　　　　　　　　　　項 限　　度　　額
平成27年度末までの
支出（見込）額

平成28年度以降の
支出予定額
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（単位：千円）

 平成２６年度  平成２７年度  平成２８年度

区　　　　　分  末 現 在 高  平成２８年度中  平成２８年度中  末 現 在 高

 末 現 在 高  見   込   額  起 債 見 込 額  元金償還見込額  見   込   額

279,570 344,900 29,599 594,871産 業 廃 棄 物 処 理 事 業 債 226,567

地方債の現在高に関する調書

 平成２８年度中増減見込額
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